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平成２１年度第１回愛知県青少年保護育成審議会 会議概要 

 
１ 日 時  平成２１年１１月１８日（水）午後３時から５時まで  
 
２ 場 所  愛知県議会議事堂１階 ラウンジ  
 
３ 参加者  委員１６名  
       説明のため、出席した者（社会活動推進課等）１５人  
 
４ 審議の概要  
【司会】 

 それでは、議事を進める当たり会長選出に移らせていただきます。 

 会長の選出につきましては、愛知県青少年保護育成条例施行規則第１０

条第１項において、審議会に会長１人を置き、委員の互選によってこれを

定めるとされております。この互選について、委員の皆様方のご意見をい

ただきたいと存じますが、いかがでしょうか。 

 

【委員】 

 私は、岡谷委員をご推薦申し上げたいと思います。 

 ご承知のように、４期８年継続してやっていただいておりまして、大変

適切な運営ということで定評がございますし大変なご尽力をいただいて

おるということで、ご推挙申し上げます。 

 

【司会】   

 ただいま、岡谷委員のご推薦がございましたが、ご提案のとおり岡谷委

員に会長をお願いしてよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

【司会】   

 それでは、会長を岡谷委員にお願いしたいと思います。 

 岡谷委員は、会長席にお移りください。 

 それでは、ここで岡谷会長にごあいさつをいただきたいと思います。 

 岡谷会長、よろしくお願いいたします。 

 

（岡谷会長あいさつ） 
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【司会】 

 ありがとうございました。 

 それでは、条例施行規則第１０条第２項の規定により、会長は会務を総

理することとされておりますので、議事の進行につきましては会長にお願

いしたいと存じます。 

 よろしくお願いします。 

 

【会長】 

 最初に、本審議会運営要領３の（２）の規定によりまして、本審議会で

は、会議録を作成し会長が指名する者２名が署名押印することとされてお

ります。 

 今回は大川委員と大森委員にお願いしたいと思いますが、よろしくお願

いいたします。 

 それでは、引き続き議事を進めてまいります。 

 議事（２）の会長職務代理者及び部会委員の指名に入らせていただきま

す。 

 条例施行規則第１０条第３項の規定に基づく会長職代理者の指名です

が、これまでの多くの経験から、加藤愛子委員にお願いしたいと思います。 

 加藤委員、いかがでしょうか。 

 それでは、加藤委員より了承する旨の合図がございました。加藤委員は、

職務代理者席へ移動していただけますでしょうか。よろしくお願いします。 

 それでは、加藤委員、一言お願いできますでしょうか。 

 

（加藤委員あいさつ） 

 

【会長】 

 ありがとうございます。 

 次に、同規則第１５条第２項の規定によりまして部会委員の指名でござ

います。 

 本審議会には審議内容により２つの部会が設けられておりますが、部会

の内容及び部会委員の案について、事務局からご説明をお願いします。 

 

（事務局説明） 

 

【会長】 

 ただいま事務局から説明がありましたが、委員の皆様方には委員名簿の

それぞれの部会に所属していただきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 
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 それでは、引き続き議事を進めたいと思います。 

 （３）以降の議事は、いずれも報告事項となっております。 

 それでは、出会い系喫茶を利用した青少年が性犯罪に巻き込まれた事件

が多発していた状況も踏まえて、議事（３）の出会い系喫茶の規制に関す

る改正条例の運用状況等についてと議事（４）の少年非行の概況について

一括して事務局から説明をしていただいた後、委員の皆様方からご意見、

ご質問などをいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、事務局から順次ご説明をお願いいたします。 

 

（事務局説明） 

 

【会長】 

 どうもありがとうございました。 

 事務局から説明をいただきましたが、引き続き出会い系喫茶の調査等を

実施していただき、条例の適切な運用を図っていただけたらと思いますが、

皆様から何か、ご意見ございましたら、どうぞよろしくお願いいたします。 

 出会い系喫茶というのは、現在、７店ですか。 

 例えば、これはいろいろ法律上の問題もあると思いますが、まちに、今、

防犯カメラというのが随分ありますよね。これを設置したらどうですか。 

 

【事務局】  

 出会い系喫茶の入店を監視するものでしょうか。 

 

【会長】  

 入店をではなく、もし、犯罪に巻き込まれたときに、それを見ればいい

わけであって、だれが入店するかどうか、そういう目的では監視カメラを

置けないと思います。 

 

【事務局】 

 監視カメラについては、個人情報の観点からも問題があるようでして、

ほんとうは、ここに監視カメラがありますという掲示をしなければいけな

いというようなことも言われておりますので、実際、店の前とか近くに監

視カメラを置くというのは難しいのではないかと思いますが。 

 

【会長】  

 よくわかりませんが、犯罪の起こりそうなところに監視カメラを置くと

いうのは、ある面では個人情報とかいろんな肖像権とかあるのでしょうけ

ど、合理的な面もあると感じます。 



 -4-

 ２カ月に１回、３カ月に１回、立ち入りなされば、相当な人件費がかか

りますし、また、そんなことも思いますので。素人の意見で申しわけあり

ませんがこのような思いを持ちました。 

 皆さんが何か、今お話を聞かれて感じられたこととか何かございました

ら、どうぞ。 

 そのカメラのことで、監視カメラというものは、まちに今たくさんある

んですか。特に、駅とかそういうところが多いんですか。 

 アパートなど個人的なカメラは別としまして。 

 

【事務局】 

 そうですね。防犯カメラと言いましても、例えば、特定の店舗が自分の

ところの防犯の目的で設置するものもあれば、公共の安全を図るために行

政側でつけるものもありまして、非常に大きな違いがあると思っています。 

 先ほど、出会い系喫茶につけたらどうかというお話については、例えば、

出会い系喫茶が自分のところの防犯の目的であればこれは自由となりま

すが、行政側で特定の店舗を監視することになるような形での設置では難

しいのかなと思っています。 

 今、行政目的で設置している防犯カメラの数というのは、手元に資料あ

りませんが、例えば、我々、県警本部の生活安全部では、公設の自転車の

駐輪場とか公的な施設を写すことについて、各自治体等にも設置してほし

いということで働きかけまして、整備は徐々に進んでいるのではないかと

思っております。 

 プライバシーの問題などいろいろな考え方もありますので、理解を得な

がら進めているところです。 

 

【事務局】 

 立ち入り調査をした経験で申し上げますと、実物の女性を見ても、１８

歳未満であるか何であるかというのは、見分けるのは非常に困難でして、

多分監視カメラ越しに見ても、１８歳未満が入っていったかどうかという

のは確認することはかなり難しいという印象を受けています。したがいま

して、やはり、立ち入り検査をして、例えば、１８歳未満の疑いがあれば、

直接、本人に聞くなり身分証明証を確認するなりしないと、おそらくわか

らないだろうというように思いますので、監視カメラでは多分、効果は薄

いのではないかと思います。 

 

【会長】  

 １８歳未満が入店禁止であるということですが、現在の７店が何十店に

ならないようにすることも青少年にとってよりよい環境という観点から
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思ったところです。 

 だから、あそこへ入るとカメラがどうもあるからまずいなと思わせるこ

とが、条例の遵守につながるのではないかと思い、お話をいたしました。 

いろいろ犯罪に巻き込まれる可能性もあるので、そうするのも１つの考え

方かなと思い、申し上げたものです。 

 それでは、次の議題に移りたいと思います。 

 議事の（５）の部会長専決処分の報告から（７）の子ども・若者育成支

援推進法まで、事務局から説明していただいた後に、委員の皆様方からご

意見、ご質問などをいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、事務局から順次ご説明をお願いいたします。 

 

（事務局説明） 

 

【会長】  

 どうもありがとうございました。 

 大変幅広いテーマになりましたけど、事務局からの説明が一通り終わり

ましたので、ただいまの事務局の説明につきましてご意見、ご質問等ござ

いましたら、ご発言いただければと思います。よろしくお願いします。 

 

【委員】 

 子ども・若者支援地域協議会というのは、これは、新しい支援推進法に

基づいて、新しくつくられるものなのでしょうか。 

 

【事務局】 

 法の中で規定をされており、新しくつくられるものであり、地方公共団

体の努力義務として規定をされております。参考資料の９として配布して

いる法の原文の１１ページの１９条に、この子ども・若者支援地域協議会

というのを設置するとされております。 

 「地方公共団体は、関係機関等が行う支援を適切に組み合わせることに

より、その効果的かつ円滑な実施を図るため、単独で、または、共同して

関係機関等により構成される子ども・青少年支援地域協議会を置くよう努

めるものとする」と、そして、「地方公共団体の長は、協議会を設置した

ときは内閣府令で定めるところによりこの旨を公示しなければならない」

とされております。この内閣府令というのは、まだ、公布をされておりま

せんが、おそらく、基本的な事項を公示するということになると思います。 

 もう一つ申し上げれば、ここで、法律では地方公共団体という規定の仕

方をしておりまして、内閣府は、これが県であるのか市町村であるのかに

ついては、特定をしないという説明をしております。それは県でもいいし
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市町村単独でもいい、あるいは、市町村共同でもいい、地域の実情に応じ

て設置をしてほしいということを言っております。それは、地方公共団体

の規模ですとか市町村の規模などによって、地方において検討されるべき

ことだと思います。 

 

【委員】 

 今の質問をしたのは、もし、愛知県青少年保護育成条例を改正して、育

成の項目を審議するということになれば、この新たにつくられる地域協議

会に相当するのかなと思ったからです。もし、県レベルで地域協議会を新

たにつくるとなると、若干目的が違いますが、事業仕分けのように無駄な

ような感じがしたので、質問をいたしました。 

 

【事務局】 

 地域協議会というのはこの審議会と似たような別の審議会となるので

はないかというご趣旨の質問ですが、実は、こういった審議会のようなも

のではなく、地域協議会を構成するのは、市町村、それから国の機関とな

ります。 

 先ほどの資料の１１でご説明をしたように、地域協議会というのは、そ

このイメージ図にあります保護観察所とか、それから地域若者サポートス

テーション、それから保健所のような機関で構成をされるものでして、人

で構成をされるわけではありません。 

 ですから、このような審議会とは全く性格を異にするものだというぐあ

いに理解をしております。 

 

【事務局】 

 もう一つつけ加えますと、この地域協議会は、一人一人の子供、若者の

問題に寄り添って、その解決をする、一緒になって解決する。それは、単

独の機関だけでは子供の成長やいろんなことをやり切れないので、ネット

ワークを組んで、各機関、ＮＰＯ等も含めて、協力、連携をして一人一人

の問題に対応していこうとこういうものでございます。 

 

【委員】 

 意見ということで、このごろの子供たちを取り巻く環境ですが、深夜徘

徊はもとより、特に携帯の環境の悪化がますます広範な状態になっており

ます。 

 これをいかに規制していくかということを、どのように考えたらいいで

すか。 

 出会い系サイトというものがありますし、わざわざ出会い系喫茶へ行か
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なくても、携帯で出会えるような状況、それが今、子供たちの世界でかな

り大きな問題になっているということを私どもは問題ではないかと思っ

ています。 

 一部の学校は、そういったネットの使用については禁止して、単なる連

絡だけとしていますが、使用すること自体は個人の自由ですから、ある意

味で「禁止」ということもできないでしょうし、そのあたりの愛知県の基

本的な見解みたいなものが、むしろ、聞きたいと思っています。 

 

【事務局】 

 携帯電話をめぐるさまざまな問題があるということは、私どもも認識を

しております。最近話題になっているところでは、石川県が、小学生と中

学生に携帯を持たせないという努力義務の条例を設けて、平成22年１月か

ら施行されるということが話題になっております。ただ、あの条例におき

ましても、そこまでするのはやり過ぎではないかという議論もございます。

持たせないというよりも、携帯電話は、事情によっては必要な子供もいま

すので、ある程度持つことは認めた上でその使い方の教育をするほうが重

要ではないかと、これは若干私の意見も入っておりますがそういった意見

も多くございます。 

 ただ、この携帯電話とか、インターネットをめぐる問題につきましては、

条例におきましても、インターネットを利用させる者はフィルタリングソ

フト等を活用するという努力義務が設けられておりますし、それから２１

年４月からは法律も施行されまして、事業者の責務としてフィルタリング

の提供が義務づけられたところでございます。 

 私どもも、インターネット、携帯電話をめぐる問題につきましては、イ

ンターネット安全・安心講座というのを開催しておりまして、これは、講

師は、ほとんどの場合、県警本部サイバー犯罪対策室の職員の方にお願い

をしているところですが、２０年度におきましても５１校で実施をいたし

まして、１１,８０５人の方に聞いていただきました。ここでは、インタ

ーネットとか携帯をめぐる問題、その裏側に恐ろしいことがあるんだよと

いうことを、生徒、保護者の方にお話をして啓発を進めております。 

 私どもは、今のところ石川県のように持たせない条例を作成するという

ことまでは考えておりませんけれども、こういったことを通じて、携帯、

インターネットの問題については、引き続き啓発を進めていきたいと思い

ます。 

 また、この問題は、教育委員会のほうでも取り扱っておりまして、本年

度から「i－モラル」という、各学校の携帯、インターネットをめぐるさ

まざまな対策について、ホームページに登録をしていただいて、それを各

学校が参考にできるという事業も始めております。 
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 このように、教育委員会、私ども、さまざまな方面でこの問題には取り

組んでおります。 

 

【会長】  

 ありがとうございました。 

 教育委員会もインターネットへの取組みをしているということですね。 

 

【委員】 

 私も、今日の会議に来る前に、日ごろ２つ考えておることを、機会があ

ったら言わせていただこうかなと思っていたところです。 

 １つは、やっぱり、子供たちは社会の宝であるわけですが、学校は学校、

警察は警察、どこかはどこかって、ほんとうに、縦割りというのか、みん

なが育てていかないといけないのに、そのところそのところで努力してい

るというところに歯がゆさを感じているということです。学校でもいろん

な面で指導していますが、例えば、今日の話題になりましたような有害図

書とか、出会い系喫茶なんかにつきましては、私どものところでは把握で

きていないという状況であり、そういうところで仮に検挙された、指導さ

れた生徒がいたとしても、私どものところには連絡は来ないというような

ことで、個人情報の保護というのもあるのでしょうが、情報がそれぞれの

ところで、共有できていないということがあります。 

 今回、この条例が改正されたことに伴いまして、パンフレット等をいた

だきましたので、それを通して生徒には説明したり、方針を述べて説明を

させていただきますけれども、そのような全体の指導と同時に、もし、そ

れに染まりそうな生徒がいたならば、その生徒を処分するのではなく、や

はり、気をつけて見ていくというようなことも大事なのではないのかなと

感じております。 

 もう一つは、青少年保護育成審議会で扱うのは目に見える部分だと思っ

ています。 

 今、高校生は、本当に携帯電話を１００％持っているような状況であり、

確かに、生徒全体に対しても、保護者に対しても、フィルタリングのこと

も話はするわけですが、実際に本校でも被害にあった生徒がおりまして、

そういうところまでなかなか突きとめていくことができないという状況

です。話をすれば、いろいろと心に訴えることはできますが、例えば、こ

こで入店している１８歳未満の生徒がいれば、そこで指導ができるわけで

すけが、インターネットは広域なものであり、見えないところで犯罪に巻

き込まれている場合、なかなか指導ができないところであります。 

 このような部分についても、この審議会で議論していく必要があるので

はないのかということを、私は感じておりました。 
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【会長】  

 事務局から何かございますか。なかなか、もう一つ踏み込んでいって話

し合いをしていない状況かもしれませんね。 

 

【事務局】 

 各部局の連携、縦割りではなくてきちんと連携してやるべきだというお

話ですが、まさに、そのとおりだと思います。 

 私どもも、十分ではないかもしれませんが、例えば、出会い系喫茶の啓

発等は、先ほど説明いたしましたが、参考資料№２のようなリーフレット

をつくりまして、これを各学校に配って、教室に掲示してほしいというこ

とで教育委員会を通じてお願いをしているところでございます。 

 それから、先ほど、教育委員会がやっている「i－モラル」の話もいた

しましたが、私どもは青少年施策を進める上で、青少年育成計画というの

をつくりまして、各部局が全体としてどういう目標を持って政策を進めて

いこうかということを、各部局で集まってもらって、一つ一つの計画をつ

くって、整合性のあるものにしていこうという努力もしております。 

 なかなか十分ではないと見られることもあるかもしれませんが、ご指摘

いただきたいたように、連携をとってやっていきたいと思っております。 

 それから、インターネットに関しましては、条例でも規制はしています

が、この４月１日からインターネット環境整備法が施行されていまして、

青少年に携帯電話を販売する際は、業者はフィルタリングをつける義務が

あるとされているところす。 

 このように、一歩一歩ですけれども、進んでいるということであります。 

 

【会長】  

 関連してほかにありますか。 

 

【委員】 

 ついこの間、全日本中学校長会研究協議会全国大会がありまして、石川

県の条例改正のことが話題になり、いいのか悪いのかについて盛り上がり

ました。やはりどの県でも携帯の問題に取り組もうとしています。 

 ネット社会は、もともとは知識を共有するために運営されてきた面があ

ります。今、いろんな人が入ってきて、違法な行為もあって、罰則を含め

法律を整備してきたという面もあると思います。そんな大人の社会に子ど

もたちが足を踏み入れ、問題行動になっていくということが話題になって

いました。 

 先ほどの有害図書についても、以前は学校内でも見かけましたが、今は
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校内では見かけなくなっています。生徒が良くなったというより、たぶん、

ゲームやネットに向かっていると思ったりもします。 

 そういうことを考えて、今日お話を伺っていますと、地域のいろいろな

立場の方が、子どもの育成に関わることは大事だろうと思います。子ども

たちは、家の中にいても情報を得る環境は整っていますし、外との繋がり

を携帯でとっている子どももいます。 

 携帯の社会というのは、自分の地域ではなくて、空間的には離れている

ところと簡単に繋がることができます。今、ここにイメージ図があります

が、いろんな機関がいろんな情報を共有していくことは大事かなと思いま

す。 

 たとえば、学校の外で触法行為をしたというとき、学校では指導をしま

すが、被害者が外部の方ですと指導も十分できないといったことがありま

した。そのとき、警察のスクールサポートの方にお願いをし、指導してい

ただきとてもありがたかったです。 

 今日、この会議に出していただき、改めて、子どもたちの成長はいろん

な機関に支えられていると感じました。いろんな立場の大人が、目の前の

子どもを社会の中で生きていけるように声をかけ、支援していただけると

ありがたいと思います。 

 

【会長】  

 わかりました。それでは、他の方はよろしいですか。 

 

【事務局】 

 先ほど、警察の話題が連携の話も含めて出ておりましたので、簡単にご

説明差し上げます。 

 学校との連携に関しては、警察と学校と連絡協議会というのをつくりま

して、県警レベルでもやっており、相当密に情報交換をしていると認識し

ております。 

 ただ、私もこういう育成関係の会議によく出ますが、その場で結構イン

ターネットを通じた犯罪の実態とか話すと、やはり、まだ、関係者の方で

も存じていない方がいらっしゃいますので、そういう実態を考えると、ま

だまだ、我々の情報発信が足りないのかなと思っております。我々は、本

当に、検挙してそれをどのように世の中に伝えていくかということが非常

に重要だと思っておりますし、子供の実態が、ある意味、極めて一番先端

の情報が入ってくる部分もありますので、プライバシーの問題を考慮しつ

つ、なるべく皆さんに知っていただきたいなと思っております。 

 先ほど、スクールサポーターの話がありましたので、簡単にご紹介しま

す。 
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 今、県警で、警察ＯＢを２２名ほど非常勤嘱託員ということでお願いし

て、まだ２２署にしかいませんが、署内の学校との連携役ということで配

置をしております。主に、署の管轄内の学校をずっと回りまして、例えば、

子供さんの安全の確保ですとか、あるいは、非行少年に関する情報交換等

を目的に働いておりますので、もし、何か機会がありましたら、お声がけ

いただければ一生懸命活動いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

【会長】  

 ありがとうございました。 

 

【委員】 

 携帯に関しまして、マスコミは何もしていないのではと言われるかもし

れませんので申し上げますが、４８年目になりますけれども、私たちは「中

学生日記」という番組を制作しております。その中で、携帯問題について

何度もとりあげています。例えば、２００８年７月には政府の教育再生懇

談会のメンバーを招きまして、中学生たちと討論するような番組をお伝え

させていただきました。 

 「中学生日記」というのは教育テレビで放送しており、視聴率がそんな

に高くないのでなかなか皆さんの目に届かないところがありますが、今度、

間もなく収録して１月に放送しますけれども、「中学生日記」のよくしゃ

べる子供たちと一緒に、「金とく」という金曜夜８時からのメーンの番組

で、携帯の問題につきまして、県警のサイバー対策の方からの情報をいた

だきながら、危険性も含めて周知するような番組を放送いたしますので、

ぜひ、ごらんになっていただければと思います。 

 

【会長】  

 いつですか。 

 

【委員】 

 間もなく収録しますが、１月１５日になると思います。 

 

【会長】  

 どうぞ。 

 

【委員】 

 保護者の立場から発言させていただきます。 

 今ありますように、ニート、引きこもり、不登校、発達障害などのお子

様を抱える市民団体に対して、地域協議会ができるということですが、や
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はり、それを知るということが少なく、こういう法律があるという情報を

どんどん発信していただきたいと思います。 

 また、今ありましたように、むしろインターネットとかそういうものを

どんどん使って、安心することができる組織であっていただきたいと思い

ます。 

 

【事務局】 

 ありがとうございます。地域協議会につきましては、法律ができまして、

まだ施行もされておりません。今、国から、我々あるいは市町村に対して

説明がされているさなかでございますので、一つ一つの支援機関はもちろ

ん機能しておりますけれども、この地域協議会そのものは、まだ今はござ

いませんので、これから順次設立されることを期待している機能でありま

す。 

 その際には、ぜひ、積極的なＰＲ、インターネット等を使ったＰＲをし

ていきたいと考えております。 

 

【委員】 

 あわせて、今ありましたような、犯罪とかそういうものの情報の発信機

会を増やしていただきたいと思います。やはり、私たちが知るところはか

なり少ないと思うので、保護者にとっても子供にとっても、実際のところ

というのはわからない、知らないのではないかと思いますので、よろしく

お願いします。 

 

【事務局】 

 ありがとうございました。 

 

【会長】  

 どうぞ、次の委員。 

 

【委員】 

 地域協議会のことにつきまして、もう少しお尋ねをしますが、まだまだ

出発点に立ったばかりで、今後、こういう協議会を県としてどのように設

置するか、継続するというかことについてお伺いします。 

 

【事務局】 

 実は法の施行日も確定はしておりませんで、４月からだろうと言われて

いる段階ですが、法施行後なるべく各地で地域協議会ができるように促進

をしてまいりたいと思います。 
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 例えば、愛知県の実情を申し上げれば、内閣府は県レベルでもいいと言

っているんですが、愛知県のような人口の多いところで、県レベルの協議

会を１個つくったところで、それが一人一人の青少年をケアするというこ

とに機能するとはなかなか思えませんので、私どもとしては、大きな市に

おいては市で、他の市町村は単独あるいは共同して、そういう単位で設置

をしていただければと考えております。しかし、そうなりますと、設置主

体は、あくまでも市町村が自主的に動いていただかなければなりませんの

で、我々としては、市町村と、それから国や県の機関がございますが、こ

れはそれぞれ管轄区域が違うんですね。国と県とで違いますし、そもそも

県でも保健所とか児童相談所で管轄する市町村のエリアが違いますので、

そういったところをどういう組み合わせでいくと一番よく機能するかと

いうことにつきましては、県でも研究をして、市町村や関係機関に情報提

供して、そして、促進を図ってまいりたいと考えております。 

 

【委員】 

 そういったことを、具体的な中身、現場に即したものというのは、それ

ぞれの市のところでも、またお話をされなきゃいけない内容になってくる

と思いますが、その中で要望したいのが、ここで申し上げて具体的になっ

ていくかわからないんですが、実際に、今、いろんな地域で子供条例の設

定とか行われている中で、やはり、子供の声を聞くということが、現実に

始まっています。 

 こういう審議会や行政の会議に出ていますと、大人が、大人の思うよう

な子供の像に近づけるためにどうすればよいかという話はしていますが、

子供のニーズ、ほんとうに子供が今、何を必要としているかという声を知

っているのか、また、その耳で聞いているかということを、かなり感じる

ところはあります。審議会などで、子供を保護する、子供の健全育成のた

め、よく、非行率、検挙率など子供がどれだけ非行をしたかというデータ

が出てくると、子供がこんなに悪くなったみたいな感じに一挙に大人が書

いた感覚が進んでいってしまうというような状況です。ほかに、こんな子

供たちが一体、生活の中でどんな傷を負ってとか、そういうところが、大

人の制度の中に反映されてこないんですよ。 

 子供と大人がますます乖離しちゃうみたいなのは、日々少年事件とか虐

待事件とかかかわっていると実感するところなんですよね。 

 こういう連携をしていくというのはずっと１０年以上前から大きく言

われてきているところですから、実効のあるものにするために、ぜひ現場

の、ほんとうの子供のニーズをくみ上げるような、効果的なシステムをつ

くれるように、実際に実施できるように、県からもいろんな市町村に声を

かけていただけるようにしてもらいたいなと思っています。 
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【事務局】 

 ただいまのご指摘の点につきましては、私どもも認識しているところで

ございまして、先ほど申し上げました新しい計画を策定するために、青少

年問題協議会から、この１１月にご提言をいただいたんですが、その提言

に当たっては専門委員会に付託をされました。その専門委員会には、ボー

イスカウトやガールスカウトで活躍をされた若い方にも加わっていただ

きまして、そういう方の意見を取り入れさせていただいたところですし、

また、その提言をまとめる専門委員会の場でも、「この書き方はどうも上

から目線になっていますね」というようなご指摘を何度が受けましたので、

私ども、引き続きそういう点には気をつけてまいりたいと思いますし、そ

ういったことは市町村へも呼びかけてまいりたいと思っております。 

 どうもありがとうございました。 

 

【会長】  

 私もいいお話だと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 （５）から（７）ということに飛びましたけれども、それにかかわらず、

残り１０分ぐらいになってしまって申しわけありませんけど、ご発言され

たい方は、１人１分ぐらいでどうぞよろしくお願いいたします。 

 

【委員】 

 ３つありまして、２つは以前に申し上げたことですが、今回、初めての

方もいらっしゃるのでお聞きいたします。 

 １つは、県の条例を変えましょうというお話をさせていただいて、提案

もさせていただきました。それは何かというと、今、ブックオフに代表さ

れる新古書店、あれが万引きの温床になっていまして、皆さんあまりご存

じないのですが、そもそもこの前もここで、昨年出席されていた弁護士の

方が、未成年の古物売買はできないということをおっしゃいました。親の

同意書が必要なものですから、できないという法律がまず大原則としてあ

る、そうすると、子供が家の中に余ったコミックを、これもう古本屋さん

に持っていきたいなとなれば、親が行くわけですね。ですから、最初から

親の立ち合いにしよう。親の立ち合いにしますと、おまえにこんなに小遣

いやっていないのに本がたくさんあるのか、同じ本どうして２冊持ってい

るんだということになるので、初発型の犯罪である万引きが激減するだろ

うというふうに考えています。ブックオフというのはよく見ていただくと

わかるんですが、店内に高額買い取りリストというのが張ってあって、

我々、新刊本屋は、そのリストの本から万引されるんですね。そういう実

態がありまして、それについていろいろとどうでしょうかということを申
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し上げたので、その後どうかはわかりません。 

 それから、２つ目は、前回の９月に、この出会い系喫茶の話を伺ったと

きに、デートクラブが何ですかという質問をしましたら、県警の方からご

説明をいただきました。こっちのほうが危ない。これも規制すべきだとい

うお話をしましたら、今日は出会い系喫茶だけの話ですからというお話だ

ったんですが、その後、そちらはどうかということですね。 

 ３点目は、これはよくわからないんですが、栄の地下街、地下鉄の駅あ

たりに変な青年が出て、若い女の子に声をかけているのがあるんですね。

時々いなくなったり、また、どこかからわいてくるように出るんですが、

ああいうのは規制するほど危なくないものなのでしょうかということで

す。 

 

【事務局】 

 まず、１つ目として、前回の審議会でもご意見をいただいたんですが、

この条例の１８条第２項で、古物商は青少年が保護者の委託または同意を

受けた場合その他正当な理由がある場合を除いて古物を受け取ってはな

らないという条例の規定があるのを、これを、保護者同伴にしてはどうか

というお話でございます。 

 前回も、弁護士の委員からご指摘あったのは、民法の５条で、未成年者

は法律行為ができないわけですが、しかし、親の同意があればできるわけ

です。法定代理人、親の同意があればできるということで、基本的に親の

同意があれば法律行為ができるわけでございますので、これが、もし、親

の同伴が必要となると、これはかなりこの民法上の規定に触れるものとい

うか重大なことになるわけでございまして、かなり慎重にならなきゃいけ

ないと思っているわけですね。 

 一方、私どもの条例の第２条では、ご存じだと思いますけれども、第２

条には、必要最小限において条例は適用すべきであって、国民の権利や自

由を不当に制限しないように運用しなければならないということです。私

どもが条例規制するのは、やはり、必要最小限にすべきだという考えから

すると、もし、保護者同伴にすれば、万引きにかかわらない、かかわって

いない、こちらのほうが多数派だと私は考えているんですけれども、その

方たちが、もし、例えば、ひとり暮らしをしていたり、お母さんがなかな

か一緒に行ってもらえないという状況になると、この本もブックオフに売

ることがなかなかできなくなってしまうというような、自由な権利が阻害

される可能性があるということになります。それと、もう一つは、業者側

の利益も阻害されるおそれがあるということですから、この条例を改正す

るのは難しいのではないかというのが私たちの考え方なんです。 

 ただ、万引きの問題は、今、県警の方もいらっしゃいますけれども、実
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際に増えているという状況がありまして、もちろん、書店だけではなくて

全般にだと思います。 

 そういう中で、少年課に事務局を置いて、平成１９年からやっているん

ですけれども、皆さんや、私どもとか教育委員会とか、それから、関係業

界にも入っていただいて、万引き防止協議会というのをつくっております。

その前回の協議会では、おっしゃっていたブックオフとか、あるいはビデ

オソフトに関係しているゲオなんかにも来ていただいて、この万引き防止

対策をやっていこうということになっておりますので、そういった業界の

方、それから、我々行政など皆さん知恵を集めて、防止策を検討していく

ということが大切だと思っています。 

 それから、啓発も重要であると思っています。この万引き防止協議会で

も啓発をやろうということでいろいろ努力されておりますが、我々もポス

ターを作成したりするなどしまして啓発をしていきたいと考えておりま

す。 

 それから、デートクラブについては、愛知県にあるというのは、私は存

じ上げていません。東京都には存在し、デートクラブ条例があるというこ

とは存じ上げていますけれども、名古屋市内等でデートクラブがあるとい

うことは存じ上げていません。 

 

【委員】 

 被害はあまりないということでしたので、被害が出るまでやらないんで

すか、聞いた話では、デートクラブのほうが、出会い系喫茶よりずっと危

ないよという話を私がさせていただいたものです。 

 

【事務局】 

 被害が出ないならやらないのかという意見もありましたが、しかし、被

害もないのにこういう規制していくということは、やはり、できないわけ

ですので、現状では規制はしていこうという話にはなっておりません。 

 それから、３つ目の話は、私もわかりませんが、いわゆるカラスという

のは、風営法で取り締まりの対象になっておりますよね。ですから、そう

いうことでいろいろとご批判があれば、当然、取り締まりの対象になると

いうことだと思います。 

 

 

【委員】 

 その第１の問題は、まず未成年ができないという大前提の法律があるの

でそちらが主で、ただしというただし書きだというふうに考えてそう申し

上げたんですが、これは法律解釈になった問題で、これは素人ですので、
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また勉強してきます。 

 

【会長】  

 ありがとうございます。どうぞ。 

 

【委員】 

 警察本部は事務局におりますので、私がお答えすることは適当でないか

もしれませんが、今のデートクラブの件についてお話させていただきます。 

 風営適正化法でデートクラブなどの無店舗型の性風俗営業に対する取

り締まりをはじめ、特に風俗の取り締まりに関しては積極的にやっている

ということだけはご理解いただきたいと思います。 

 また、栄周辺の、いわゆる昔はカラスというふうな言い方しましたが、

黒い服を着て、店の従業員になることを誘うような営業のスカウトのこと

です。これは、迷惑防止条例の改正をしていただきまして、これも、最近

では、栄のほうでも、目立って執拗につきまとうような行動は、人数的に

も一時よりは減りました。カラスというような真っ黒の服を着てというの

は、かなり限られており、今度は、普通の服を着て声をかけているのが若

干いるんですが、改善されたのではないかという認識でおります。 

 

【会長】  

 よろしくお願いいたします。 

 時間になってしまいましたんですけど、どなたか、どうしても今日発言

したいという方いらっしゃったらどうぞ。 

 それでは、今日ご発言できなかった場合、次回にぜひそういう機会をつ

くりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、事務局から何かございますでしょうか。 

 

【事務局】 

 いえ、これ以上特にございません。 

 

【会長】  

 そうですか、ありがとうございます。 

 事務局の方々には、ただいまの委員からのご意見、ご質問を今後の参考

にぜひしていただきたいと思います。 

 それでは、時間にもなりました。 

 以上をもちまして、本日の審議会を終了したいと思います。ありがとう

ございました。また、よろしくご協力をお願いいたします。 
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【司会】  

 大変、お疲れさまでございました。ありがとうございました。 

 これをもちまして、平成２１年度第１回愛知県青少年保護育成審議会を

閉会させていただきます。ありがとうございました。 

 

 

 

以 上 

 

 


